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告 示

�愛媛県告示第１１７号
令和５年１月２０日に農地中間管理機構公益財団法人えひめ農林漁

業振興機構から認可申請のあった農用地利用配分計画を、農地中間

管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）第１８条第１

項の規定に基づき認可した。

令和５年２月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

篠 原 和 志 愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
乙９番３３ほか３筆 ３，３２６

渡 部 聡 愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
乙１１４番２４ほか１筆 ３，８３８

池 田 幸 治 愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
乙９番３３ほか２筆 ３，６５１

安 友 涼 悟 愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
乙１１４番８ ３，２９２

� 木 真 司 愛媛県松山市 愛媛県松山市下難波
乙９番２ほか１筆 ３，３１３

２ 認可年月日

令和５年１月２６日

�������
�愛媛県告示第１１８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

西条市飯岡土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した

旨の届出があった。

令和５年２月３日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 達 彦 西条市飯岡２０番地

〃 神 野 親 啓 西条市飯岡１２０５番地

〃 秦 達 史 西条市飯岡８５６番地

〃 藤 田 正 夫 西条市飯岡７８８番地

〃 越 智 一 志 西条市飯岡７２３番地２

〃 越 野 毅 西条市早川２２９７番地１

〃 一 色 和 夫 西条市飯岡２３０３番地

〃 藤 田 正 史 西条市飯岡２２３１番地

〃 越 智 克 己 西条市飯岡２２４１番地

〃 越 智 文 雄 西条市飯岡１８４９番地１

〃 渡 辺 寅 雄 西条市飯岡１８１３番地２

〃 越 智 正 一 西条市飯岡２６１７番地１

〃 伊 藤 朝 男 西条市大浜６１８８番地

〃 寺 田 和 照 西条市飯岡３１１８番地２

〃 高 橋 新 吉 西条市飯岡３１８５番地

〃 原 田 保 一 西条市飯岡２８６１番地４

〃 真 鍋 清 隆 西条市飯岡３６４６番地

〃 加 藤 教 二 西条市下島山甲５７１番地２

監 事 佐 竹 正 文 西条市飯岡３９８４番地

〃 秦 捷 治 西条市飯岡１３２５番地

〃 西 原 敏 西条市下島山甲５６９番地

〃 河 渕 力 西条市飯岡２８９３番地

毎週（火・金）曜日発行 第３７９号 令和５年２月３日

令和５年２月３日金曜日 第３７９号
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退 任

�愛媛県告示第１１９号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和５年２月３日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第１２０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和５年２月３日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第１２１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から次のとおり指定居宅サービス事業を廃止

する旨の届出があった。

令和５年２月３日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 高 橋 悟 西条市飯岡２０番地

〃 神 野 親 啓 西条市飯岡１２０５番地

〃 秦 達 史 西条市飯岡８５６番地

〃 国 田 和 樹 西条市飯岡１８０７番地

〃 真 鍋 清 隆 西条市飯岡３６４６番地

〃 越 野 毅 西条市早川２２９７番地１

〃 一 色 和 夫 西条市飯岡２３０３番地

〃 越 智 克 己 西条市飯岡２２４１番地

〃 越 智 文 雄 西条市飯岡１８４９番地１

〃 藤 田 正 史 西条市飯岡２２３１番地

〃 越 智 正 一 西条市飯岡２６１７番地１

〃 伊 藤 朝 男 西条市大浜６１８８番地

〃 寺 田 和 照 西条市飯岡３１１８番地２

〃 越 智 初 廣 西条市飯岡３１９３番地

〃 原 田 保 一 西条市飯岡２８６１番地４

〃 藤 田 正 夫 西条市飯岡７８８番地

〃 浅 野 勲 西条市飯岡１８７８番地１２

〃 越 智 一 志 西条市飯岡７２３番地２

監 事 佐 竹 正 文 西条市飯岡３９８４番地

〃 曽我部 正 剛 西条市飯岡３８１１番地

〃 秦 捷 治 西条市飯岡１３２５番地

〃 西 原 敏 西条市下島山甲５６９番地

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社美月 ケアサービスみかん 愛媛県宇和島市和霊町１８６４番地２グリ
ーンハイツⅡ１０３号室 令和４年１１月１５日 訪問介護

株式会社池田や 快青 福祉事業部 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目６－８ 令和４年１２月１日 福祉用具貸与

株式会社池田や 快青 福祉事業部 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目６－８ 令和４年１２月１日 特定福祉用具販売

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

株式会社池田や 快青 福祉事業部 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目６－８ 令和４年１２月１日 介護予防福祉用具
貸与

株式会社池田や 快青 福祉事業部 愛媛県八幡浜市広瀬一丁目６－８ 令和４年１２月１日 特定介護予防福祉
用具販売

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社介護ムラナカ 複合型介護施設キネマ ショートステ
イ 愛媛県大洲市新谷乙５３７番地１ 令和４年１２月３１日 短期入所生活介護
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�愛媛県告示第１２２号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から次のとおり指定介護予防サービ

ス事業を廃止する旨の届出があった。

令和５年２月３日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

�愛媛県告示第１２３号
河川法（昭和３９年法律第１６７号）第１７条第１項の規定により、堤防と道路との兼用工作物の管理の方法について、次のとおり協議が成立

した。

その関係図書は、愛媛県庁及び南予地方局建設部に備え置いて縦覧に供する。

令和５年２月３日

愛媛県南予地方局長 赤 坂 克 洋

１ 河川の名称、河川管理施設の名称又は種類、河川管理施設の位置並びに管理を行う者の氏名及び住所

河 川 の 名 称 河川管理施設の
名称又は種類 河 川 管 理 施 設 の 位 置 管理を行う者の氏名及び住所

一級河川渡川水系広
見川 広見川右岸堤防 北宇和郡鬼北町大字出目３１１５番３地先、３１１４番地先、３１８０番地先及び３１２６番２

地先
農道管理者
鬼北町長 兵頭 誠亀

２ 管理の内容

� 道路専用施設（路面（路盤までの部分を含む）、路肩、道路の附属物その他の専ら道路の管理上必要な施設又は工作物で、別図に赤、

緑又は黄色で着色したものをいう。以下同じ。）の新設（道路の附属物に係るものに限る。）、改築、維持または修繕

� 路肩に接する法面で、別図に青色に着色した区域内のものについての維持

� 原則として、道路専用施設に係る災害復旧

３ 管理の期間

令和５年１月２６日から道路の存続する日まで

�愛媛県告示第１２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年２月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年２月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
廃止年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

合同会社介護ムラナカ 複合型介護施設キネマ ショートステ
イ 愛媛県大洲市新谷乙５３７番地１ 令和４年１２月３１日 介護予防短期入所

生活介護

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線

宇和島市大浦甲１３７３－４５地先から

同市大浦甲１３７３－７２地先まで
旧 ３．８～１０．３ ０．１４０

宇和島市大浦甲１３７３－１２６から

同市大浦甲１３７３－７２地先まで
新 ３．８～１８．７ ０．１４０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線
宇和島市大浦甲１３７３－１２６から

同市大浦甲１３７３－７２地先まで
令和５年２月３日
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�愛媛県告示第１２７号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び大洲市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年２月３日

愛媛県八幡浜保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

代表取締役社長 筬島 克裕

２ 事業場の名称及び所在地

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

３ 特定施設に関する事項

� 原料処理施設①
� 原料処理施設②

�愛媛県告示第１２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年２月３日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 小田河辺大洲線
喜多郡内子町寺村２６６５番２から

同町南山１６３７番６まで
令和５年２月３日

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，０００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
７時３０分～１６時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第５号 みそ、しょう油、食用アミノ
酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食
酢の製造業の用に供する施設 イ 原料
処理施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり５００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
７時３０分～１６時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

４９

� 湯煮施設①（同型４基）

� 湯煮施設②（同型２基）

� 湯煮施設③（同型８基）

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり１，５００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり２，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり４，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

５０

� 湯煮施設④（同型５基）

� 湯煮施設⑤（同型２基）

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり５，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり７００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，０００

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

５１

� 湯煮施設⑥

� 精製施設①

� 精製施設②（同型２基）

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３，０００リットル

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ハ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

５２

� 精製施設③（同型２基）

� 精製施設④

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１０立法メートル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３１０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
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� 精製施設⑤（同型２基）

� 精製施設⑥

� ろ過施設①

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
へ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 ろ過圧力０．４メガパスカル
（ろ過面積６．７平方メートル）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，０００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ホ 精製施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１８，０００リットル

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
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� ろ過施設②（同型２基）

� 濃縮施設①（同型２基）

� 濃縮施設�（同型２基）

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ニ 濃縮施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，３００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
ニ 濃縮施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，２００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１第５号 みそ、しょう油、
食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソ
ース又は食酢の製造業の用に供する施設
へ ろ過施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり２，２００リットル
（ろ過面積１．０１平方メートル）

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 新工場竣工後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１カ月

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，６００

最大 ４，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
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４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 前処理施設

� 後処理施設

設 置 年 月 日 平成２７年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 嫌気・好気（外圧中空糸膜ろ過）処理方
式

処 理 施 設 の 型 式 嫌気・好気（外圧中空糸膜ろ過）処理方
式

処 理 施 設 の 構 造 中空糸膜（外圧型） ＦＲＰ製（３系統）

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ）

後処理施設①②：
縦８．１×横３０．１×高さ２．８４

後処理施設③：
縦１０．９×横１２．６×高さ２．８４

処 理 施 設 の 能 力
後処理施設①②：
１日当たり５０立方メートル×２系統

後処理施設③：
１日当たり３０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 嫌気・好気（外圧中空糸膜ろ過）処理方
式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～１１

最大 ６．５～１２

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １，８００

最大 ２，４００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ５５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２１

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０．８

最大 １３０

備考 特定施設からの排水以外に、壁・床洗浄水、生活排水を合わせて２系
統で処理後、後処理施設①②③で連続的に処理する。

設 置 年 月 日 平成２７年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 前処理施設①：流動床処理方式
前処理施設②：回転円板方式

処 理 施 設 の 型 式 前処理施設①：流動床処理方式
前処理施設②：回転円板方式

処 理 施 設 の 構 造 前処理施設①：ＲＣ造
前処理施設②：鋼板製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ）

前処理施設①：縦８．０×横１１．０×高さ４．５
前処理施設②：縦２．６×横３．６×高さ２．７

処 理 施 設 の 能 力
前処理施設①：
１日当たり１００立方メートル

前処理施設②：
１日当たり３０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 前処理施設①：流動床処理方式
前処理施設②：回転円板方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続
８時３０分～１７時３０分

特定施設の１日当たりの使用
時間 上記のうち７時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 な し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３９０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０
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� 合併処理浄化槽①

� 合併処理浄化槽②

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和５年３月１日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和５年１２月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和６年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 型 式 ダイキＤＣＸ－４０型

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ） 縦３．０×横７．０８×高さ２．５８

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり８立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 分離嫌気ろ床担体流動方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １６０

最大 ２００

通常 １６

最大 ２０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 ２４

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １６０

通常 １６

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ４５

通常 １６

最大 ２０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 ２４

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １６０

通常 １６

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ４５

通常 １６

最大 ２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ８．０

通常 ２．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２

最大 １４

通常 １２

最大 １４

設 置 年 月 日 平成２６年９月１日

処 理 施 設 の 種 類 合併処理浄化槽

処 理 施 設 の 型 式 ダイキＤＣＷ８３Ａ型

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ） 縦３．３×横４．４２×高さ３．４２

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１４立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 固液分離型流量調整付担体流動生物ろ過
循環方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １６０

最大 ２００

通常 １６

最大 ２０

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １０

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．０

最大 １．０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５．０

最大 ２５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １１０．８

最大 １３０

備考 前処理施設①②での処理水を混合後、３系統で処理する。
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� 排水処理施設①

� 排水処理施設②

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和５年３月１日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和５年１２月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和６年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋生物処理＋高度処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理＋生物処理＋高度処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート半地下構造

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ） 縦１０．５×横２１．９×高さ５．２５

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり８０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿＋回分脱窒＋膜分離活性汚泥

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～１１

最大 ６．５～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １，８００

最大 ２，４００

通常 １０

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ５５０

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２１

通常 １．０

最大 １．０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

通常 ５．０

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６０

最大 ８０

通常 ６０

最大 ８０

設 置 年 月 日 令和２年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 ｐＨ中和＋硝化液循環膜分離活性汚泥方
式

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ中和＋硝化液循環膜分離活性汚泥方
式

処 理 施 設 の 構 造 ＲＣ造（中空糸膜外圧）

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ） 縦７．８×横１５．８×高さ５．６５

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり７０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ中和＋硝化液循環膜分離活性汚泥方
式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．４～１１．５

最大 ６．４～１１．５

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 ８００

最大 １．０００

通常 １０

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４００

最大 ５００

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２０

通常 １．０

最大 １．０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２０

通常 ５．０

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５６

最大 ７０

通常 ５６

最大 ７０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ８．０

通常 ２．０

最大 ７．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６

最大 ８

通常 ６

最大 ８



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

５８

�������
�愛媛県告示第１２８号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県八幡浜保健所及び大洲市役所において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年２月３日

愛媛県八幡浜保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

代表取締役社長 筬島 克裕

２ 事業場の名称及び所在地

仙味エキス株式会社

大洲市平野町野田７７９－２

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号。）別表第１第

５号 みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソー

ス又は食酢の製造業の用に供する施設

イ 原料処理施設

ロ 洗浄施設

ハ 湯煮施設

ニ 濃縮施設

ホ 精製施設

へ ろ過施設

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の新規設置及び既存特定施設の使用の方法

排水処理施設の新規設置

排出水の汚染状態及び量

５ 特定施設に関する事項

� 原料処理施設①

� 原料処理施設②

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 １６０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３００

通常 １６０

最大 ２００

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 １６０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３００

通常 １６０

最大 ２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。

汚水等の汚

染状態の値

項 目 �１排水口 �２、４、６排水口

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １０

最大 １０

通常 ０．９

最大 １．８

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ２０

通常 １．７

最大 ３．４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

通常 １

最大 ２

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １０

通常 ０．４０

最大 ０．８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．１

最大 １．１

通常 ０．０４０

最大 ０．０８０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４．６

最大 ４．６

通常 １．０

最大 １．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４４．８

最大 ３０２

通常 ４００

最大 ５００

備考 �１排水口からは、排水処理施設（後処理施設①～③、排水処理施設
Ａ）と合併処理浄化槽の排水を合わせた水が排出される。
このほかに、雨水専用排水口として�３、５、７、８排水口がある。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

５９

� 原料処理施設③

� 洗浄施設

� 湯煮施設①（同型２基）

� 湯煮施設②（同型２基）

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

通常 １６０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

通常 ２４０

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．０

最大 １０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．５

最大 ４．０
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００
変更なし

変 更 前 変 更 後

特 定 施 設 の 型 式 �ビブン製魚肉採取
機ＳＤＸ－１６型

�ビブン製魚肉採取
機ＮＦ－１８０型

特 定 施 設 の 主 要 寸 法
縦１．０５５メートル×
横１．０３メートル×高
さ１．１１５メートル

縦１．２９メートル×横
１．５５２メートル×高
さ１．７２５メートル

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，４００
キログラム

１時間当たり３，０００
キログラム

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００

通常 １，２００

最大 １，５００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

通常 １６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００

通常 ８０

最大 １００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０

通常 １８４

最大 ２３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８

最大 １０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．５

最大 ３．０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６０

� 湯煮施設③（同型３基）

� 湯煮施設④

� 湯煮施設⑤（同型３基）

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６１

� 湯煮施設⑥

� 湯煮施設⑦（同型３基）

� 湯煮施設⑧（同型２基）

� 湯煮施設⑨

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，０００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，５００

最大 １，９００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０

通常 ０．５

最大 ０．６

備考 設置場所を変更する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０

通常 ０．５

最大 ０．６

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６２

� 湯煮施設⑩

� 湯煮施設⑪（同型３基）

� 湯煮施設⑫（同型４基）

� 湯煮施設⑬（同型２基）

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．４
変更なし

備考 設置場所を変更する。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６３

� 湯煮施設⑭

� 湯煮施設⑮

� 湯煮施設⑯

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６４

� 湯煮施設⑰

� 湯煮施設⑱（同型２基）

� 湯煮施設⑲（同型３基）

� 湯煮施設⑳（同型３基）

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，３００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２４０

最大 ３００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ８００
変更なし

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８．０

最大 １０

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ７，０００

通常 １２０

最大 １５０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．８

最大 ２．０
変更なし

備考 設置場所を変更する。

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０

通常 ０．５

最大 ０．６

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，４００

最大 １，８００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，４００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，０００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３６０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６５

� 湯煮施設�

� 湯煮施設�（同型２基）

� 湯煮施設�

� 精製施設①（同型２基）

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，１００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９６０

最大 １，２００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３５０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２１

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３．９

最大 ４．８

通常 ０．５

最大 ０．６

備考 設置場所を変更する。

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９６０

最大 １，２００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，３００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２１

通常 ２０

最大 ３０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

通常 ０．５

最大 ０．６

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，２００

通常 ３，０００

最大 ４，０００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ９６０

最大 １，２００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，３００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２１

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．９

最大 ３．６

通常 ０．５

最大 ０．６

備考 設置場所を変更する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３６０

通常 ２５０

最大 ３６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６６

� 精製施設②

� 精製施設③

� 精製施設④

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３１０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，６００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，６００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １２０

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，６００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 １５０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ２９０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．５

最大 ０．６
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６７

� 精製施設⑤

� 精製施設⑥（同型２基）

� 精製施設�（同型２基）

� 精製施設⑧（同型２基）

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ９００

通常 ７００

最大 ８００

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００

通常 ２，５００

最大 ３，２００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３１０

通常 ２００

最大 ２８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６

通常 ２０

最大 ２４

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０

通常 １００

最大 １２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，５００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，１００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，７００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５０

最大 ３１０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２６
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １３０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。



愛 媛 県 報令和５年２月３日 第３７９号

６８

� 精製施設⑨（同型１０基）

� 精製施設⑩

� ろ過施設①

� ろ過施設②

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，３００

通常 ２，５００

最大 ４，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，１００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３２
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １６０

通常 １００

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ８００

最大 １，０００
変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７００

最大 ９００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２０
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．０

最大 ４．６

通常 １．０

最大 １．２

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，２００
変更なし

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２，５００

最大 ３，３００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，２００

最大 １，６００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，２００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．３
変更なし

備考 設置場所を変更する。

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２００

最大 ２８０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ２４
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０
変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし
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� ろ過施設③

６ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設分（前処理施設①、②）

� 新設分（排水処理施設Ｂ）

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，０００

最大 ４，３００

通常 ２，５００

最大 ４，３００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，１００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，５００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３２
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １６０

通常 １００

最大 １６０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．０～９．０

最大 ６．０～９．０
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３，６００

最大 ４，５００
変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １，６００

最大 ２，１００

通常 ８００

最大 １，０００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １，０００

最大 １，６００

通常 ７００

最大 ８００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３９０
変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３４
変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １７０

通常 １００

最大 １７０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．８

最大 １．０
変更なし

備考 設置場所を変更する。

変 更 前 変 更 後

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
６．０～９．０
最大

６．０～９．０

通常
６．５～１１
最大
６．５～１２

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２，４００
最大
３，２００

通常
１，８００
最大
２，４００

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
８６０
最大
１，２００

通常
５００
最大
５５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
７４０
最大
１，０００

通常
３００
最大
３７０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
２３０
最大
３００

通常
１５０
最大
２００

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１４
最大
２０

通常
１６
最大
２１

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１３０
最大
１，１００

通常
１００
最大
１２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１１０．８
最大
１３０

変更なし

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 令和５年３月１日

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和５年１２月３１日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和６年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋生物処理＋高度処理

処 理 施 設 の 型 式 物理処理＋生物処理＋高度処理

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート半地下構造

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
（ 単 位 メ ー ト ル ） 縦１０．５×横２１．９×高さ５．２５

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり８０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 凝集沈殿＋回分脱窒＋膜分離活性汚泥

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し
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公営企業公告

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年２月３日

愛媛県公営企業管理者 山 口 真 司

１ 入札に付する事項

� 件名

公営企業管理局内ＬＡＮ基盤設備機器の借入れ

� 借入物品名及び数量

公営企業管理局内ＬＡＮ基盤設備機器 １式

（使用にあたり必要な運搬、搬入、設置、調整、説明等一式

を含む。）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。（仕様書の交付は、３�に示
す場所へ問い合わせること）

� 借入期間

令和６年３月１日から令和１１年２月２８日まで

� 借入場所

仕様書のとおり

� 入札方法

ア この公告の入札は、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負

等編）に定義するシステム（以下「電子入札システム」とい

う。）による。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請

負等編）７�又は�の規定により紙入札による参加承諾を受
けた者にあっては、紙入札を行うことができる。

イ 入札金額は、１月当たりの借入代金とすること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に

当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨

てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当

する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和２年度から令和４年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� この公告で示す物品を借入期間の開始までに確実に納入でき

ることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要があ

る場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証

明した者であること。

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ６．５～１１

最大 ６．５～１２

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １，８００

最大 ２，４００

通常 １０

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ５５０

通常 ２０

最大 ２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３７０

通常 １０

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ２００

通常 １０

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６

最大 ２１

通常 １．０

最大 １．０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

通常 ５．０

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６０

最大 ８０

通常 ６０

最大 ８０

汚水等の汚

染状態の値 項 目

�１排水口 �２、４、６排水口

変更前 変更後 変更前 変更後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６
変更なし

通常
５．８～８．６
最大

５．８～８．６
変更なし

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常
１１
最大
１１

通常
１０
最大
１０

通常
０．９
最大
１．８

変更なし

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常
２０
最大
２１

通常
２０
最大
２０

通常
１．７
最大
３．４

変更なし

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１１
最大
１１

通常
１０
最大
１０

通常
１
最大
２

変更なし

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１１
最大
１１

通常
１０
最大
１０

通常
０．４０
最大
０．８０

変更なし

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
１．１
最大
１．５

通常
１．１
最大
１．１

通常
０．０４０
最大
０．０８０

変更なし

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常
４．８
最大
２３

通常
４．６
最大
４．６

通常
１．０
最大
１．０

変更なし

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１７８．８
最大
２１４

通常
２４４．８
最大
３０２

通常
３２０
最大
４００

通常
４００
最大
５００

備考 �１排水口からは、排水処理施設（後処理施設①～③、排水処理施設
Ａ）と合併処理浄化槽の排水を合わせた水が排出される。
このほかに、雨水専用排水口として�３、５、７、８排水口がある。
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３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県公営企業管理局総務課財産管理係

〒７９０―００１２

愛媛県松山市湊町四丁目４番地１ 伊予鉄本社ビル２Ｆ

電話 （０８９）９１２―１０００ 内線４６２３

又は（０８９）９１２―２７９４

Email kigyousoumu@pref.ehime.lg.jp

� 入札書の受領期限

令和５年３月１６日（木）午前９時から同月１７日（金）午後１

時２９分まで

� 入札説明書の交付方法

愛媛県ホームページ（https://www.pref.ehime.jp/）でダウン

ロード又は�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和５年３月１７日（金）午後１時３０分

伊予鉄本社ビル５Ｆ 会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき令和５年２月２７日（月）午後５時００分までに提出しなけれ

ばならない。

なお、愛媛県公営企業管理者から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると愛媛県公営企業管理者

が判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条

において例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定

に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

紙入札による場合は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に

限る。）により３�に掲げる場所に提出すること。
イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be leased： LAN

infrastructure equipment in the Public Enterprise Management

Bureau，１ set

� Time limit of tender：１：２９ p．m．，１７March２０２３

� For further information， please contact： Property

Management Section，General Affairs Division，Public

Enterprise Management Bureau，Iyotetsuhonsya Bldg．２F

４―４―１Minatomachi，Matsuyama，Ehime７９０―００１２ Japan．

TEL０８９―９１２―２７９４

令和５年２月３日 発行


